
令和 3 年 9 月 16 日 
 
会  員  各  位 
  

 
一般社団法人 愛知県建設業協会 

専務理事 三 宅 勝 敏 
 
 

「設備貸与制度」のご案内について 
 
 

標記につきまして、このたび、公益財団法人あいち産業振興機構から別添のと 
 
おり、小規模企業者等の方々の機械・設備の導入を支援する「設備貸与制度」に 
 
ついての周知依頼がありましたので、ご案内いたします。 
 
なお、詳細等は下記 URL からご覧ください。 
 
【あいち産業振興機構ホームページ】 

https://www.aibsc.jp/support/1214/ 
 

 以  上 

https://www.aibsc.jp/support/1214/


■□■━━━━━━━━━━………………… 

□■ 頑張る小規模企業者等の強い味方！ 設備投資を応援します！ 

■ 

公益財団法人あいち産業振興機構では、 

機械・設備の導入を支援する「設備貸与制度」を実施しています。 

 

小規模企業者等の皆様が機械・設備を導入する際に、 

当機構が、皆様に代わって、ご希望の機械・設備販売業者から購入し、 

「割賦販売（分割払い）」又は「リース」する制度です。 

 

担保は原則不要、保証金も徴収しないなど、大変利用しやすく、 

金融機関の融資枠や信用保証協会の保証枠とは、関係ありません。 

 

当機構の「設備貸与制度」を利用して設備投資を行うことで、 

金融機関の融資枠を、今後の運転資金やその他の資金調達に回すことができる、

というメリットがあります。 

 

設備投資を計画される際は、ぜひ当制度の活用をご検討ください。 

 

●詳しくは  https://www.aibsc.jp/support/1214/ 

 

●問合せ先  (公財)あいち産業振興機構 経営支援部 

       設備投資支援グループ  ☎ 052-715-3067 

https://www.aibsc.jp/support/1214/





